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夏まつりについての情報は

お知らせ

【介護保険料決定通知書】 
●65歳以上の方（介護保険の第1号被保険者）で、年
金からのお支払いにより保険料を納付いただいて
いる方
➡7月中旬にお送りします。 
●口座振替や納付書などで保険料を納めていただい
ている方 
➡すでに決定通知書をお送りしています。保険料段階
の変更や納付方法が年金からのお支払いに変更と
なる方のみお送りします。

【介護保険負担割合証】 
●要介護・要支援認定を受けている方、総合事業の
事業対象者の方全員に、「介護保険負担割合証」を
7月中旬に送付します。 
●「介護保険負担割合証」には、令和8年8月から令和
9年7月の間に介護サービスなどを利用する際の
自己負担割合（1割から3割）が記載されています。
●介護サービスなどを利用する際は、「介護保険被保
険者証」と一緒にサー
ビス提供事業者に提示
してください。 

介護保険料決定通知書
介護保険負担割合証を送付します

6647-9859 6644-1937
保健福祉課（高齢者支援）区問合

国民健康保険資格情報の
お知らせを送付します

大阪市国民健康保険に加入中のマイナ保険証をお持
ちの方のうち、資格情報のお知らせをまだお持ちで
ない方に7月下旬までに資格情報のお知らせを送付
します。（70歳以上の方は、当該資格情報のお知らせ
に8月以降の負担割合を記載しています。） 
資格情報のお知らせはマイナ保険証をお持ちの方が
ご自身の情報を簡易に把握できるように送付します
ので、大切に保管してください。7月中に届かない場合
は、下記までお問い合わせください。

地域活動協議会

青少年指導員・
子ども会 商店街社会福祉

協議会

その他
団体など

学校園・
PTA

民生委員・
児童委員 企業・NPO町 会

おおむね小学校区を範囲として形成されている地域活動協議
会において、中心的な役割を担っているのが町会です。防犯・
防災活動や子どもの見守りなど、日々の暮らしの中で「ご近所
同士の助け合い」を支える存在でもあります。
例えば、地域のつながりを深める「夏まつりや盆踊り」、災害時
に皆さんが安心して避難できる場所を提供するための「防災
訓練」、子どもが安心して通学できる「登下校の見守り」、綺麗
なまちを維持するための「清掃活動」、お住まいの地域のイベ
ントなどの情報が迅速に届く「回覧板」などは、町会にとって
大切な取組です。こうした活動は、地域で安心して暮らし続け
るための、大切なコミュニティづくりにつながっています。

町会ってなあに？

回覧板や掲示板で
地域情報を
収集できる！

地域みんなで
子どもを
見守ってくれる！

地域の安全を
守ってくれる！

清掃や緑化活動で
美しいまちが保たれる！

災害などいざという時
の助け合い！

地域集会所は
ふれあい喫茶や
子育てサロンなど、
地域の情報交換や
交流の場！

夏まつりや防災も 町会の大切な取組の1つです町会の大切な取組の1つです町会の大切な取組の1つです

浪速区のホームページよりお住まいの地域の二次元コード
から申請してください。お住まいの地域の町会が分からな
い場合などは気軽にお尋ねください。

町会には二次元コードから簡単に
申し込むことが可能です!

6647-9883 6633-8270市民協働課（市民協働）
6649-0345 6648-8485浪速区まちづくりセンター

区問 合

※月～木、第4日：9時～17時30分、金：9時～19時
6633-82706647-99566633-8270

窓口サービス課（保険年金：保険） 区問合

6647-9743 6633-8270
市民協働課（教育・学習支援）区問合

学校適正配置検討会議を
開催しました！

6月4日（木）に区役所にて第1回栄・大
国・敷津小学校学校適正配置検討会議及
び第1回難波中学校・木津中学校学校適
正配置検討会議を開催しました。詳細は、
ホームページをご確認ください。 

詳細は
こちら

6643-0792
浪速区老人福祉センター問 合

申 込

家庭用ゲーム機を使って、「ボウリング」や「太鼓の達
人」をプレイします。 

eスポーツ体験講座

日　時 7月7日（火）13時30分～15時
場　所 浪速区老人福祉センター
対　象 市内在住の60歳以上の方 
定　員 16名（先着順） 
持ち物 上履き、水分補給の飲み物
講　師 株式会社コネクト 
申　込 電話・来館

要申込無料

6644-6934

おまつりなどの楽しい
行事がいっぱい！

後期高齢者医療制度ではマイナ保険証を基本とする
仕組みに移行しましたが、大阪府内においては、マイ
ナ保険証の保有状況にかかわらず、後期高齢者医療
制度の被保険者の方全員に資格確認書（水色）を7月
中旬までに送付します。現在の資格確認書（桃色）は
8月1日から使えなくなりますのでご注意ください。
資格確認書（水色）の配達時に不在の時は郵便局に
保管され、お知らせが投函されます。7月中に届かな
い場合や郵便局の保管期限を過ぎた場合は、下記ま
でお問い合わせください。また、後期高齢者医療制度
の保険料決定通知書を7月中旬に送付します。7月中
に届かない場合は下記までお問い合わせください。

後期高齢者医療制度の資格確認書
と保険料決定通知書を送付します

※月～木、第4日：9時～17時30分、金：9時～19時
6647-9956
窓口サービス課（保険年金：保険） 区問合
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